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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月16日(2014.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料中の被検体を電気化学ルミネセンス検出により測定するための、下記の段階を含む
方法：
　ａ）試料を、電気化学ルミネセント基で標識した検出試薬と共にインキュベートする、
　ｂ）被検体を結合した標識付き検出試薬と被検体を含まない標識付き検出試薬を分離す
る、
　ｃ）分離した標識付き検出試薬を、下記を含む試薬組成物と共にインキュベートする：
　　ｉ）少なくとも１種類の共反応体、ならびに
　　ｉｉ）式Ｉおよび式ＩＩのカルボン酸アミドの群から選択される少なくとも１種類の
化合物

【化１】

［Ｒ１＝ＣＨ３、ＣＨ２Ｆ、ＣＨ２Ｃｌ、ＣＨ２ＣＨ３、ＣＨＣｌＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ２

Ｃｌ、Ｃ（ＣＨ３）２ＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３、ＣＣｌＨＣＨ２ＣＨ３またはＣＨ２

ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３であり、Ｒ２＝Ｈであり、およびＲ３＝Ｈである］
【化２】

　ｄ）ルミネセンスの放出を電気化学的に誘発する、ならびに
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　ｅ）電気化学ルミネセンス（ＥＣＬ）信号を測定し、これにより被検体を測定する。
【請求項２】
　ＥＣＬを用いる試料中の被検体の測定を水溶液中で実施することを特徴とする、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　カルボン酸アミドが、アセトアミド、２－フルオロアセトアミド、２－クロロアセトア
ミド、プロパンアミド、２－クロロプロパンアミド、３－クロロプロパンアミド、ブタン
アミドおよび２－クロロブタンアミドからなる群から選択されることを特徴とする、請求
項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　試薬組成物が０．０１Ｍ～０．２５Ｍの濃度のカルボン酸アミドを含むことを特徴とす
る、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　段階１ｃ）の試薬組成物が保存剤を含むことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項６】
　段階１ｃ）の試薬組成物が０．１％～５％の濃度の保存剤を含むことを特徴とする、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　段階１ｃ）の試薬組成物がホウ酸およびボレートからなる群から選択される保存剤を含
むことを特徴とする、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　段階１ｃ）の試薬組成物が界面活性剤および緩衝剤を含むことを特徴とする、請求項１
～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　段階１ｃ）の試薬組成物が、さらに塩類および／または消泡剤を含むことを特徴とする
、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ｉ）式Ｉおよび式ＩＩのカルボン酸アミドの群から選択される化合物、ならびに
　ｉｉ）少なくとも１種類の共反応体
　を含み、共反応体は、第三級アミン、オキサレートおよびペルスルフェートからなる群
から選択される、ＥＣＬ測定用の試薬組成物。
【請求項１１】
　第三級アミンがトリプロピルアミン（ＴＰＡ）である、請求項１０記載の試薬組成物。
【請求項１２】
　試薬組成物が、さらにホウ酸およびボレートからなる群から選択される保存剤を含むこ
とを特徴とする、請求項１０または請求項１１に記載の試薬組成物。
【請求項１３】
　請求項１０～１２のいずれか１項に記載の試薬組成物、試験すべき試料、および電気化
学ルミネセント基で標識した少なくとも１種類の検出試薬を含む、ＥＣＬ測定用の試薬混
合物。
【請求項１４】
　ＥＣＬの測定における、１０～１２のいずれか１項に記載の試薬組成物の使用。
【請求項１５】
　電気化学ルミネセンス検出操作を実施するための、式Ｉおよび式ＩＩの群から選択され
るカルボン酸アミドの使用。
【請求項１６】
　１０～１２のいずれか１項に記載の試薬組成物を含む、ＥＣＬ測定のためのキット。
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